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・在留資格等国際業務
・産廃許認可等環境関係業務
・運送事業関係業務

詳細については、事務局までお
問い合わせ下さい。

・会社の財務
・各種営業許認可

行政書士向け業務勉強会
・相続・遺言業務

そ の 他 各 種 勉 強 会
出 張 開 催 い た し ま す

一般・企業向け勉強会
・相続・遺言
・独立・開業

「 相 続 ・ 遺言 」 の 出張
勉 強 会 開 催 中 ！

４名様以上のグループに出張しま
す。費用はテキスト代×人数分の
みです。詳細は事務局までお問
い合わせ下さい。

1、ブラジル　　連邦警察及び居住していた州の
民事警察などの発行する犯罪経歴証明書
２、ペルー　　国家警察鑑識局犯罪歴証明書発
給課が発行する犯罪経歴証明書
３、フィリピン　国家警察と国家捜査局が発行する
証明書
４、その他　　提出証明書が決まっているのでお
問合せを

志 木 市 1月24日～2月9日
建設業許可更新
キャンペーン
実施中！

ただいま、行政書士ネットワー

ク東武会では、地元地域の建設

業者様の許可更新手続きを特別

価格にてお受けしております。

更新間近の建設業者様、この機

会を是非ご利用ください。

詳しくは『運転免許センター』まで
TEL 048-543-2001

今月の「困りごと」　“困りごと無料相談会”より 当会主催の困りごと無料相談会で多い相談例を、統合整理し掲載しております。

　新座市及び志木市では、建設工事・設計調査
測量・物品納入等についての平成19・20年度入
札参加資格審査申請の受付を下記の日程で行
ないます。
　平成17・18年度に登録されている事業者の方に
ついては、その業者番号により受付日が指定され
ていますので、注意が必要です。

行政書士ネットワーク東武会で

は、お二人の新たな門出の記

念となる『結婚契約書』を作成

しております。

ご用命は事務局まで。

対象となる方 ICチップ内に個人情報を記録し、その読み取りに
は『暗証番号』を必要とする為、プライバシーの保
護と偽造の防止が図られます。

日系人、日系人の配偶者、日系人の未成年で未

婚の実子、日系人の配偶者の未成年で未婚の実

子　※中国残留邦人の子孫の方は要問合せ
従来との相違は、
◎暗証番号の設定が必要（任意の4桁2組の数
字）
◎0.26mm厚くなる。
◎『本籍』の欄が空白となる。
◎免許の種類の欄が増える（中型免許制度施行
のため)
◎発行手数料が450円増加する。
などの点です。

東武会
“今月の重点活動”

提出するもの
新 座 市 2月1日～2月28日

♡　結婚契約書　♡
平成１８年３月に定住者告示が改正され、４月から
施行されています。定住者として在留している日
系人や家族について、入国又更新の際に本国か
らの犯罪経歴証明書の提出が必要です。

平成19年1月4日より
取扱い開始！！　埼玉県警察では、平成19年1月4日以降発行す

る自動車運転免許証についてICチップを内蔵し
た「IC免許証｣としました。

専 門 業 務 部 通 信

富士見市民文化会館

3月18日（日）　10：00～17：30

＜建設業務部＞ ＜国際業務部＞ ＜陸運業務部＞

に い ざ ほ っ と ぷ ら ざ

平成19・20年度
入札参加資格審査申請
受付開始～新座市・志木市～

定住者で入国在留する日系人の入管手続 IC免許証　スタート！！

和光市白子コミュニティーセンター

2月24日（土）　9：00～18：00

志木市民会館パルシティー

3月21日（水）　9：00～17：30

大型店に使用削減義務・３大都市圏で環境省　運送業に転換促す

　環境省は東京、大阪、名古屋の３大都市圏の大気汚染防止のため、ディー

ゼルトラックの出入りが多い百貨店、大型スーパーなど荷主企業にも排ガス

削減への協力を義務付ける。排ガス基準を満たしていないトラックの利用削

減計画を作らせ、遵守しない企業には罰則を検討する。運送業者だけを規

制している現行の自動車窒素酸化物（Noｘ）法の改正案を、近く開く通常国

会に提出。２００８年にも施行を目指す。併せて環境省はトラックが排ガス基

準を満たしていることを示す新たなステッカー制度も導入する。荷主企業はス

テッカーの有無をチェックするだけで、運送事業者が計画通りに基準適合車

を使っているかどうかを簡単に確認できるようになる。（日本経済新聞より）

1月20日(土)　9：00～17：30

富士見市民文化会館

1月27日(土)　9：00～17：30

朝霞市栄町市民センター

1月28日（日）　9：00～17：00

新 座 市 民 会 館

2月17日（土）　9：00～17：00
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今 月 の
ト ピ ッ ク 排 ガ ス 規 制 不 適 合 車 困りごと無料相談会

開催日程
（随時追加予定）

和食を中心とした居酒屋の開業を考えています。　１５年間レストラン・

居酒屋・小料理屋で、調理や接客を将来の独立に備え、学びました。

私と家内と従業員を２～３人雇うつもりです。

法人設立の方法や、開業にあたって注意する点等ありますでしょうか？

（前回の続き）　前号でご商売について、「人・物・金」のお話をしました。その中で「金」について
は、経費と売上の試算方法についてご紹介しましたので、今回は「資金調達」についてお話させて頂きま

す。

　ご商売を始める時、必要資金の全額を自己資金で調達出来れば良いのですが、中々そうも行きません。

　ここで言う必要資金とは、初期投下資金（設備資金等）と初期運転資金の合計です。開業を考える時初

期投下資金には注意が向くのですが、初期運転資金には気がつかないケースがあるので注意が必要です。

　さて、資金調達ですが、新規開業の場合、資金調達の道は限られてしまいます。ある程度ご商売の実績

を創れば、それに伴う「信用」も出てきますが、新規開業の場合そうも行きません。そこで頼りになるの

が「制度融資」です。　制度融資には国や役所がルールを決めて新規開業者に貸し出す制度がありますの

で、頼りになります。制度融資の種類としては「国民金融公庫」「保証協会付制度融資」等があり、その

他にも、事業所在市区町村の制度を置いてある場合もありますので、研究が必要です。但しどの制度融資

を申し込むにしてもある程度詳細な「事業計画書」の提出を求められます。（次号では法人設立について

お話します）

居酒屋　東武会

酒


